
別紙様式第三十九（平30財令45・全改、令元財令9・令2財令68・一部改正）根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令主務官庁：財務省割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告書（年末現在）財務大臣殿（日本銀行経由）報告年月日：報告者：名称及び代表者の氏名報告者の区分（該当分に〇）1．一般政府2．銀行（銀行勘定）3．銀行（信託勘定）4．信託銀行（銀行勘定）5．信託銀行（信託勘定）6．生命保険会社7．損害保険会社8．投資信託委託会社、資産運用会社及び投資法人9．金融商品取引業者10．中央銀行11．その他所在地責任者の氏名担当者の氏名（電話番号）（該当分に〇）自己分保護預り分1居住者一般政府、銀行（銀行勘定）、信託銀行（銀行勘定）、生命保険会社、損害保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社及び投資法人、金融商品取引業者、中央銀行、その他〔2非居住者＜所在国又は地域＝＞〕（単位：千通貨単位）発行体銘柄所在国又は地域通貨保有残高利回り（年率％）部門コード（記入要領）1西暦により記入すること。2「責任者の氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。3本報告書は、自己分と保護預り分を区分し、さらに保護預り分のうち、居住者については投資家の部門別（業態別）、非居住者については所在国又は地域別にそれぞれ別葉で作成すること。4非居住者からの保護預り分については、銘柄ごとに発行体部門コード（1銀行2その他金融機関3一般政府5その他）を付すこと。（日本産業規格A4）根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令主務官庁：財務省払又は支払の受領に関する報告書月分）報告年月日：報告者：（18～22）名称及び代表者の氏名報告者の区分（該当分に〇）1．銀行2．その他金融機関5．その他所在地責任者の氏名担当者の氏名（電話番号）（単位：百万円）債券利子投資信託に源泉徴収さ親子会社等及び親子会社等又は係る株式及金融・証証券れた利子又うち関連企業との間以外関連企業との間び受益証券券手数料貸借料は配当金等源泉徴収税の収益分配等の合計金額として控除金金融会社金融会社間された金額中長期短期間以外545546542541551570431―69998109110121122133134145146157158169170181182193194205



 


